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１ はじめに 

 令和６年９月 20 日からの大雨は、同年１月１日に石川県能登地方で発生した地震から

の復旧復興の最中にある能登地方を中心に、大きな被害をもたらしたところである。 

本稿では、令和６年９月能登半島豪雨を含めた令和６年９月 20 日からの大雨による被

害状況等について、特に被害が甚大だった石川県での被害及び対応を中心に概略を説明す

る。 

 

 

資料１ 降雨量の期間合計値（出典：令和７年版防災白書） 

 

２ 大雨の概要 

 ９月 20 日（金）頃から前線が日本海から東北地方付近に停滞し、21 日（土）には前線

上の低気圧が日本海を東に進んだ。また、22 日（日）には台風第 14 号から変わった低気

圧が日本海から三陸沖へ進んだ。令和６年９月 20 日から 22 日にかけて、日本海から本州
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付近に停滞した前線や前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、

大気の状態が非常に不安定となり、西日本から東北地方にかけての広い範囲で雷を伴った

大雨となった。秋田県では 20 日明け方に、石川県では 21 日午前中に線状降水帯が発生し

た。線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いて、大雨災害発生の危険度が

急激に高まり重大な災害の起こるおそれが著しく高まったことから、気象庁は 21 日に石

川県輪島市、珠洲市及び能登町に大雨特別警報を発表した。石川県で大雨特別警報が発表

されたのは、今回が初めてである。石川県能登では、21 日午前中は猛烈な雨が降り続いて

１時間降水量や３時間降水量で観測史上１位を更新した地点があったほか、20 日から 22

日にかけての総降水量が多いところで 500mm を超え、平年の９月の月降水量の２倍を上回

るなど、北陸地方や東北地方の日本海側では記録的な大雨となった（（資料１も併せて参照）。 

 

３ 被害の概要 

 令和６年９月 20 日からの大雨により、石川県において県管理の 28 河川が氾濫し、浸水

被害が発生した。これらにより、死者は 17 名（石川県 16 名(輪島市 11 名、珠洲市３名、

能登町２名)、熊本県１名(大津町)）、重傷者は２名、軽傷者は 45 名となった（（令和７年版

防災白書）。 

 住家被害は、全壊が 82 棟、半壊・一部破損が 724 棟、床上・床下浸水が 1043 棟となっ

た(消防庁情報、令和７年１月 28 日時点)。また、水道については輪島市、珠洲市、能登町

で断水が発生し、最大断水戸数は 5216 戸、電力については北陸電力送配電株式会社管内で

最大停電戸数が約 6910 戸に及ぶなど、ライフラインにも被害が発生した（（令和７年版防災

白書）。 

 

４ 災害救助法の適用 

 低気圧と前線による大雨に伴う災害により、多数の者が生命または身体に危害を受け、

又は受ける恐れが生じていることから、令和６年９月 21 日に、石川県は６市町（七尾市、

輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町）に災害救助法の適用を決定した。 

 

５ 被災者生活再建支援法の適用 

 石川県は、令和６年 10 月９日に、輪島市及び珠洲市に被災者生活再建支援法を適用し

た。 

これにより、今後、輪島市及び珠洲市において、住宅が全滅した世帯、大規模半壊した

世帯及び中規模半壊した世帯等については、申請により被災者生活再建支援制度が適用さ

れ、住宅の再建方法等に応じて、被災者生活再建支援金が公益財団法人都道府県センター

から支給されることとなった。 
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６ 激甚災害の指定 

 令和６年 10 月 25 日に「令和六年九月二十日から同月二十三日までの間の豪雨による災

害」を激甚災害として指定し、併せて当該災害に対し適用措置を指定する政令を、同年 10

月 25 日の閣議において決定した。（公布・施行は同年 10 月 30 日） 

適用すべき措置の概要については、以下のとおりである。 

【本激】 

（１）公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第３条、第４条） 

公共土木施設の災害復旧事業等について、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法等

の根拠法令等に基づく通常の国庫補助率を嵩上げ（過去５か年の実績の平均では公共

土木施設等は 70％→83％に嵩上げ） 

（２）農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（法第５条）（ 

農地、農道や水路などの農業用施設及び林道の災害復旧事業等について、農林水産業

施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等に基づく通常の国庫補助率を

嵩上げ（過去５カ年の実績の平均では農地は 86％→96％に嵩上げ）（ 

（３）公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助（法第 16 条） 

公立社会教育施設の災害復旧事業に対し２/３の補助 

（４）私立学校施設災害復旧事業に対する補助（法第 17 条）（ 

私立学校施設の災害復旧事業に対し１/２の補助 

（５）小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第２４条） 

国庫補助の対象とならない小規模な公共土木施設等の災害復旧事業に係る地方債の元

利償還金を基準財政需要額に算入 

【局激】 

〇適用措置 

・・・中小企業信用保険法による災害関係保証の特例（法第 12 条） 

事業の再建を図る中小企業者等に対し、中小企業信用保険の保険限度額の別枠化、てん

補率の引上げ及び保険料率の引下げの特例措置を行う。 

 

〇対象地域 

・・・石川県輪島市 

 

７ 豪雨災害の対応における課題と実施すべき取組 

 「中央防災会議（防災対策実行会議 令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワ

ーキンググループ」が令和６年 11 月に公表した最終報告書1(７－（３）．地震の被災地に

 
1（令和６年能登半地震を踏まえた災害対応の在り方について（報告書） 

付近に停滞した前線や前線上の低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、

大気の状態が非常に不安定となり、西日本から東北地方にかけての広い範囲で雷を伴った

大雨となった。秋田県では 20 日明け方に、石川県では 21 日午前中に線状降水帯が発生し

た。線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いて、大雨災害発生の危険度が

急激に高まり重大な災害の起こるおそれが著しく高まったことから、気象庁は 21 日に石

川県輪島市、珠洲市及び能登町に大雨特別警報を発表した。石川県で大雨特別警報が発表

されたのは、今回が初めてである。石川県能登では、21 日午前中は猛烈な雨が降り続いて

１時間降水量や３時間降水量で観測史上１位を更新した地点があったほか、20 日から 22

日にかけての総降水量が多いところで 500mm を超え、平年の９月の月降水量の２倍を上回

るなど、北陸地方や東北地方の日本海側では記録的な大雨となった（（資料１も併せて参照）。 

 

３ 被害の概要 

 令和６年９月 20 日からの大雨により、石川県において県管理の 28 河川が氾濫し、浸水

被害が発生した。これらにより、死者は 17 名（石川県 16 名(輪島市 11 名、珠洲市３名、

能登町２名)、熊本県１名(大津町)）、重傷者は２名、軽傷者は 45 名となった（（令和７年版

防災白書）。 

 住家被害は、全壊が 82 棟、半壊・一部破損が 724 棟、床上・床下浸水が 1043 棟となっ

た(消防庁情報、令和７年１月 28 日時点)。また、水道については輪島市、珠洲市、能登町

で断水が発生し、最大断水戸数は 5216 戸、電力については北陸電力送配電株式会社管内で

最大停電戸数が約 6910 戸に及ぶなど、ライフラインにも被害が発生した（（令和７年版防災

白書）。 

 

４ 災害救助法の適用 

 低気圧と前線による大雨に伴う災害により、多数の者が生命または身体に危害を受け、

又は受ける恐れが生じていることから、令和６年９月 21 日に、石川県は６市町（七尾市、

輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町）に災害救助法の適用を決定した。 

 

５ 被災者生活再建支援法の適用 

 石川県は、令和６年 10 月９日に、輪島市及び珠洲市に被災者生活再建支援法を適用し

た。 

これにより、今後、輪島市及び珠洲市において、住宅が全滅した世帯、大規模半壊した

世帯及び中規模半壊した世帯等については、申請により被災者生活再建支援制度が適用さ

れ、住宅の再建方法等に応じて、被災者生活再建支援金が公益財団法人都道府県センター

から支給されることとなった。 
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おいて発生した水害への対応)において、豪雨災害について以下の文言が盛り込まれた（（資

料２も併せて参照）。 

 

○地震被災地におけるリスク情報の共有 

【現状と課題】 

・ 甚大な被害をもたらした本地震からの復興の途上にある被災地を、９月 20 日から大

雨が襲った。被災地の復旧・復興に向け、大変な努力をされてきた奥能登の方々は、今

般の大雨により、やっとの思いで入居した仮設住宅が浸水するなど、甚大な被害を受け

ることとなった。 

・ 大雨にもかかわらず、地震後の長期の避難生活で避難所が嫌になり、避難所に避難し

たくないという声も聞かれた。 

・ 能登は平地が少なく、建設の適地が限られる中、被災された方に一刻も早く住まいを

確保するため、やむを得ず、浸水想定区域等内に仮設住宅を建設している事例があった。

石川県では、こうした地域でお住まいの方がいざというときに円滑に避難できるよう、

市町から居住者に対して、居住地域が災害の発生するリスクの高い地域であることを周

知徹底するとともに、早期に避難を呼びかけられるよう、体制を整備している。 

【実施すべき取組】 

・ 避難先や仮設住宅等では、水害のリスクや災害時の避難先・避難経路が住み慣れた地

区とは異なることを踏まえ、ハザードマップなどによるリスク情報の周知や避難経路・

避難場所のきめ細かな周知を行う必要がある。 

・ また、周知に当たっては、避難所生活に対する精神的ストレスが避難の阻害要因とな

ることも考えられるため、そのような状況でも避難しなければならないということを訴

えるとともに、安心して避難できる避難所環境を整える必要がある。 

・ 仮設住宅は、可能な限り安全な場所に建設することが重要であり、事前に公有地など

建設可能な土地を選定し、候補地リストを作成しておくべきである。また、やむを得ず、

災害の発生するリスクが高い地域に仮設住宅を建設する場合には、居住者に対し、その

旨及び避難経路・場所等について、丁寧に周知徹底を図る必要がある。 

 

○複合災害が発生した場合の柔軟な被災地支援 

【現状と課題】 

・ 大雨災害により浸水被害を受けた輪島市と珠洲市の仮設住宅では、被災者が早期に仮

設住宅に戻ることができるよう、復旧に向けた工事が行われている。 

・ 被災者生活再建支援金の支給や被災した住宅の応急修理等の被災者支援は、罹災証明

書が交付される災害ごとに実施することが原則であるが、今回は、能登半島地震により

被害を受けた住家の修繕が完了していない状況下で、大雨により更に被害が拡大するケ
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ースがあったことから、被害認定調査について、地震により元々生じていた被害も含め

一体的に調査できることとし、地震と大雨による被害を別々に調査する従来の方法と併

せて、被災自治体がいずれかの方法を柔軟に選択できることについて周知した。また、

地域福祉推進支援臨時特例交付金については、地震による罹災証明書に加え、大雨及び

地震による罹災証明書において半壊以上と認定された場合も対象としている。 

・ 能登半島における９月 20 日からの大雨による災害は、令和６年能登半島地震からの

復旧の最中に、同一地域で再び激甚災害が発生した極めて特殊な災害であり、地震によ

り被災した施設の中には、大雨により、その被害が拡大したものも多数あることから、

それぞれを個々の災害として捉えるのではなく複合的な災害と捉え、災害査定を一体的

に実施していく必要がある。このため、国土交通省では、今回初めて、二つの災害に対

して統一した災害査定の効率化内容を適用することとし、自治体に通知している。具体

的には、設計図書の簡素化のほか、書面査定の対象及び現地で決定できる対象の拡大に

より、査定に要する時間や人員を大幅に縮減し、迅速な災害復旧を支援することとして

いる。 

・ 能登半島における９月 20 日からの大雨により、石川県の塚田川、珠洲大谷川等におい

て、河道埋塞や施設損壊等が発生するとともに、土砂・洪水氾濫等により甚大な被害が

生じた。これらの被災箇所については、今後の降雨等により二次災害のおそれが極めて

高く、復旧対策に高度な技術を要することなどから、石川県からの要請等を踏まえ、河

川法・砂防法に基づく権限代行等の制度を活用し、国土交通省が県に代わって新たに緊

急的な河道内土砂撤去等や砂防工事を実施している。 

また、能登半島地震後に権限代行等により国土交通省が災害復旧事業による対策を実

施している道路、港湾等についても、今回の大雨を受けた被災箇所における災害復旧を

実施している。 

・ ９月 20 日からの大雨により、多量の土砂、流木、ガレキ等が広範囲に堆積しており、

生活や生業の早期再建に向け、宅地・道路等公共土木施設・農地農業用施設に堆積した

土砂等を迅速に撤去する必要があった。 

このため、国土交通省、環境省及び農林水産省が連携して、撤去に関連する支援制度

を一体的に運用することとし、宅地・道路等公共土木施設・農地農業用施設に土砂等が

一様に堆積している場合、市町村が一括撤去し、その費用を事後的に事業間で精算する

ことを可能とするスキームを構築した。 

・ 大雨による災害廃棄物処理については、令和６年能登半島地震からの復旧の途上にお

いて、今般の大雨災害に続けて襲われたことを踏まえ、その迅速・円滑な処理の観点か

ら、特例的に、特定非常災害に指定された令和６年能登半島地震と同水準の財政支援を

行うとともに、半壊以上の家屋等の解体を支援対象とすることとした。 

・ 工場・店舗等の施設や生産機械等の設備の復旧を支援する「なりわい再建支援補助金」

おいて発生した水害への対応)において、豪雨災害について以下の文言が盛り込まれた（（資

料２も併せて参照）。 

 

○地震被災地におけるリスク情報の共有 

【現状と課題】 

・ 甚大な被害をもたらした本地震からの復興の途上にある被災地を、９月 20 日から大

雨が襲った。被災地の復旧・復興に向け、大変な努力をされてきた奥能登の方々は、今

般の大雨により、やっとの思いで入居した仮設住宅が浸水するなど、甚大な被害を受け
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・ 大雨にもかかわらず、地震後の長期の避難生活で避難所が嫌になり、避難所に避難し

たくないという声も聞かれた。 

・ 能登は平地が少なく、建設の適地が限られる中、被災された方に一刻も早く住まいを

確保するため、やむを得ず、浸水想定区域等内に仮設住宅を建設している事例があった。
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市町から居住者に対して、居住地域が災害の発生するリスクの高い地域であることを周

知徹底するとともに、早期に避難を呼びかけられるよう、体制を整備している。 
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・ 避難先や仮設住宅等では、水害のリスクや災害時の避難先・避難経路が住み慣れた地

区とは異なることを踏まえ、ハザードマップなどによるリスク情報の周知や避難経路・

避難場所のきめ細かな周知を行う必要がある。 

・ また、周知に当たっては、避難所生活に対する精神的ストレスが避難の阻害要因とな

ることも考えられるため、そのような状況でも避難しなければならないということを訴

えるとともに、安心して避難できる避難所環境を整える必要がある。 

・ 仮設住宅は、可能な限り安全な場所に建設することが重要であり、事前に公有地など

建設可能な土地を選定し、候補地リストを作成しておくべきである。また、やむを得ず、

災害の発生するリスクが高い地域に仮設住宅を建設する場合には、居住者に対し、その

旨及び避難経路・場所等について、丁寧に周知徹底を図る必要がある。 

 

○複合災害が発生した場合の柔軟な被災地支援 

【現状と課題】 

・ 大雨災害により浸水被害を受けた輪島市と珠洲市の仮設住宅では、被災者が早期に仮

設住宅に戻ることができるよう、復旧に向けた工事が行われている。 

・ 被災者生活再建支援金の支給や被災した住宅の応急修理等の被災者支援は、罹災証明

書が交付される災害ごとに実施することが原則であるが、今回は、能登半島地震により

被害を受けた住家の修繕が完了していない状況下で、大雨により更に被害が拡大するケ
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や小規模事業者の販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」の支援対象に令和

６年９月 20 日からの大雨による被害も追加することとした。 

また、本年１月から運用を開始した日本公庫の令和６年能登半島地震特別貸付による

支援対象についても、大雨による被害を追加した。 

・ ９月 20 日からの大雨により、奥能登地域においては、農地等に土砂・流木等が堆積

し、農作物被害等が発生したほか、地震による被害を受け再建した農業用機械等が、再

び被災するなどの被害が生じた。 
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資料２（その１）令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について【概要】 
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支援対象についても、大雨による被害を追加した。 

・ ９月 20 日からの大雨により、奥能登地域においては、農地等に土砂・流木等が堆積
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資料２（その２）令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応の在り方について【概要】 
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今般の大雨被害については、令和６年能登半島地震からの復旧・復興の途上であること

を踏まえ、地震・大雨からの一体的な復旧・復興を図る観点から「令和６年能登半島地震

に係る農林水産関係・被災者の生活と生業支援のためのパッケージ」のうち必要な支援を

講じた。また、農地・農業用施設や林道・林地荒廃防止施設等については、大雨により、

その被害が拡大したものも多数あることから、それぞれを個々の災害として捉えるのでは

なく複合的な災害と捉え、災害査定を一体的に実施していく必要があるため、農林水産省

では、今回初めて、二つの災害に対して統一した災害査定の効率化内容を適用することと

し、自治体に通知している。具体的には、設計図書の簡素化のほか、書面査定の対象の拡

大や複数の被災箇所を一箇所として査定すること（大括り化）により、査定に要する時間

や人員を大幅に縮減し、迅速な災害復旧を支援することとしている。 

【実施すべき取組】 

・ 大雨災害により浸水被害を受けた輪島市と珠洲市の仮設住宅について、被災者が早期

に戻ることができるよう、令和６年中を目途に復旧工事を完了させるべきである。 

・ 災害ごとに被害認定調査を行う従来の方法と併せて、先行する災害により元々生じて

いた被害を含めて一体的に調査する方法のいずれかを、被災自治体が選択できるなど、

被災者が不利益を被らないよう、被害の状況等に応じて柔軟に被害認定調査を行えるよ

うにすべきである。 

・ 今回の大雨被害を受け、国土交通省等では、令和６年能登半島地震と９月 20 日からの

大雨に係る災害査定の一体的運用を行い、災害査定を大幅に簡素化する取組を行ってい

るが、こうした取組も踏まえ、引き続き、迅速な災害復旧を支援していく必要がある。 

・ 能登半島における９月 20 日からの大雨被害も踏まえ、国土交通省が権限代行等によ

り実施している緊急的な河道内土砂撤去等や砂防工事、道路災害復旧事業、港湾災害復

旧事業等について、速やかに対策を推進していく必要がある。 

・ 複合災害の場合、今般の奥能登地域における被害のように、復旧・復興の途上である

ことが考えられるため、然るべきなりわい再建の支援を検討することが重要である。 
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